
 

 

 

 

 

 

民法が改正され、2022 年４月１日から、成年年齢が２０歳から１８歳に変わります。（詳細は法務省ホーム

ページ）児童生徒一人一人の社会的・職業的自立に向け、学校と地域や産業界との連携を深め、発達の段階に応

じた体系的なキャリア教育の推進がより求められるようになっています。 

 

 

 

６月１１日（火）、宮崎県教育研修センターにおいて、次世代の宮崎を担う人づくりに向けたフォーラム

を開催し、産業界や行政担当者、教職員など約８０名が参加し意見を交換しました。 

学校教育におけるキャリア教育の現状 

 住吉南小学校「地域とつながるキャリア教育」、大王谷学

園中等部「１４歳のよのなか挑戦 新たな挑戦へ」、飯野高

校「飯野高校×えびの市～グローカル・ヒーロー育成～」の

地域・企業と連携した取組の発表が行われました。３校の先

進的な取組について、参加者からは、「具体的なキャリア教育の実践を学ぶことができた」、「地域・企業と

関わることの大切さがわかった」等の意見が多く寄せられました。 

社会教育における次世代を担う人づくり 

 一人一人に合ったキャリア・コンサルティン

グや無料職業紹介など様々なサービスを行う

「ヤング JOBサポートみやざき」、若者の就労

に向けた職業的自立を支援する団体「みやざき

若者サポートステーション」、ボランティアで高校生のキャリア教育

支援を行っている「みやざきジョブシャドウイング※実行委員会」

の取組が紹介されました。（※宮崎の経営者に密着して行動し、経営

理念や生き方、実際のビジネス現場を観察して学ぶこと） 

 参加者からは「学校教育と連携がすぐできる団体だと感じた」、「就

職問題の話を聞くことができ、今、何をすべきか考えることができ

た」等の意見が寄せられました。 

 

宮崎県キャリア教育支援センター通信 
令和元年８月２３日 

第 ２０ 号 

“１８歳から大人” 成年年齢が引き下げに！

成 年 年 齢 が 引 き 下 げ に な り ま す  

み や ざ き キ ャ リ ア フ ォ ー ラ ム 開 催 ！ 



 

 

  新学習指導要領におけるキャリア教育は特別活動を要として各教科等の特質に応じて実施することに

なっていますが、その中でも総合的な学習（探究）の時間の役割は大きなものがあります。 

総合的な学習（探究）の時間については、小中高等学校のそれぞれで移行期間は異なりますが、小中学

校は平成３０年４月１日（高等学校は平成３１年度以降に入学した生徒に適用）から新学習指導要領によ

るものとなっています。今回は、総合的

な学習（探究）の時間の全体計画作成の

ポイントをお知らせします。 

総合的な学習（探究）の時間は、右図

のように学習指導要領上の構成が他教科

と異なります。このことを踏まえ、以下

の例を参考に全体計画の見直しをお願い

します。 

 

 

新学習指導要領における「総合的な学習（探究）の時間」 

③児童生徒・保護者・地域（社会）・学

校の実態や児童生徒の成長に寄せる保

護者・地域・教職員の願い等を記入する。 

④各学校で定める目標は、①②③を踏ま

えて設定する。育成を目指す資質・能力

（１）「知」・（２）「思」・（３）「学」を

記入する。 

【設定例】は学習指導要領解説（総合）

小学校 P67、中学校 P71、高等学校 P

８５、８６ 

学習指導要領 

第１の目標 ①  ②  ③  

⑤目標を実現するにふさわしい探究課

題を記入する。 

【設定例】学習指導要領解説（総合）

小学校 P７7、中学校 P7３、７４、高

等学校 P９２ 

⑥探究課題の解決を通して育成を目指

す具体的な資質・能力を記入する。 

 【設定例】学習指導要領解説（総合）

小学校 P７８～、中学校 P7４～、高等

学校 P９２～ 

児童生徒の実態に応じて、 

学年をまたがる場合も考えられる 

④  

⑤  ⑥  

 ②④⑤⑥は必須の要件 

 移行期間中における学習評価の取扱い 

「移行期間中における学習評価の在り方については、移行期間に追加して指導する部分を含め、現行学習指導

要領の下の評価規準等に基づき、学習評価を行うこと」となっています。 

移行期間が本年度で終了する小学校では、来年度から学習評価も新学習指導要領の下で行うことになっていま

す。その際、②④⑤⑥が各学校で作成されていることが前提になりますので、確認をお願いします。 

 項目は学校で設定する。 

 

 

  


